
第３章 経済再生と財政健全化の好循環
２． 主な歳出分野における重点化・効率化の考え方
（２）社会資本整備

（民間能力の活用等）
民間の資金・ノウハウを活用し、できるだけ税財源によらずに効果的・効率的なインフラ整備・運営を可能とするた

め、集中強化期間や数値目標を設定し（コンセッション方式について今後３年間で２～３兆円）、その実現に向けて
国・地方が連携して取り組むことで、「ＰＰＰ／ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン」の実行を加速する。

コンセッション方式を空港、上下水道、道路等へ積極的に導入するとともに、道路上部空間の利用等により、都市

再生と一体的な高速道路の大規模改修を可能とする法律の改正を踏まえ、ＰＰＰを活用した具体的な事業実施に向
け、民間投資を喚起する観点からの容積率の緩和等を含め、検討を加速する。地方公共団体へインセンティブとなる
よう官民連携効果の高い投資へ重点化する。

収益施設等を活用したＰＰＰ／ＰＦＩ事業による維持管理・更新を推進するとともに、公営住宅分野において事業に
先立ってＰＰＰ／ＰＦＩの導入を検討する地方公共団体の取組を推進する。

地方公共団体の取組を支援するため、国の体制を強化するとともに、国と地方公共団体が連携しつつ、地方公共
団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩ事業の案件形成機能の強化・充実を図る（※）。

また、地域金融機関における取組強化、上場インフラファンド等の市場創設・整備等を通じてＰＰＰ／ＰＦＩ市場への
民間資金の流入を促進する。

地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩの推進を支援するため、固定資産台帳を含む地方公会計や公営企業会計の

整備推進等を通じ、地域企業を含めた民間事業者によるＰＰＰ／ＰＦＩ事業への参入を促進する。また、地方公共団体
が行う公共施設等運営権方式の準備事業等に関する負担について、支援の在り方を検討する。

（※）官民連携体制の確立、民間資金等活用事業推進機構の活用による案件形成の強力な推進、民間提案等の促進に資する関連情
報の提供に向けた環境整備、地域プラットフォームの形成促進、地方公共団体間のネットワークづくりやノウハウの共有など広域
的な活用等。
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